
第

二

千

五

百

九

号

平
成
二
十
五
年
十
二
月
二
十
七
日

(

金
曜
日)

目

次

公
安
委
員
会
規
則

○
岐
阜
県
留
置
施
設
視
察
委
員
会
の
運
営
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を

改
正
す
る
規
則

(

留
置
管
理
課)

八
三
六
ペ
ー
ジ

企
業
管
理
規
程

○
岐
阜
県
公
営
企
業
財
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
(

水
道
企
業
課)

八
三
六

告

示

○
有
害
興
行
の
指
定

(
男
女
参
画
青
少
年
課)

八
三
七

○
総
合
特
別
区
域
法
に
基
づ
く
指
定
法
人
の
指
定

(
産
業
技
術
課)

八
三
八

○
揖
斐
川
地
域
森
林
計
画
の
樹
立

(
林

政

課)

八
三
八

○
木
曽
川
地
域
森
林
計
画
の
変
更

(

同

)

八
三
八

○
宮
・
庄
川
地
域
森
林
計
画
の
変
更

(

同

)

八
三
九

○
長
良
川
地
域
森
林
計
画
の
変
更

(

同

)
八
三
九

○
飛�
川
地
域
森
林
計
画
の
変
更

(

同

)
八
三
九

○
道
路
の
区
域
変
更

(

道
路
維
持
課)

八
三
九

○
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
の
指
定

(

砂

防

課)

八
三
九

○
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
の
廃
止

(

同

)

八
四
〇

○
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
の
指
定
に
関
す
る
告
示
の
一
部
改
正

(

同

)

八
四
〇

○
保
安
林
の
指
定

(

郡
上
農
林
事
務
所)

八
四
〇

公

示

○
県
営
土
地
改
良
事
業
の
換
地
計
画
の
決
定

(

農
地
整
備
課)

八
四
一

○
建
設
業
法
に
基
づ
く
建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

(

建
設
政
策
課)

八
四
一

○
土
地
改
良
区
役
員
の
退
任

(

西
濃
農
林
事
務
所)

八
四
二
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○

○

岐

阜

県

公

報

毎
週

(

火
曜
日

金
曜
日)

発
行

(

休
日
に
当
た
る

と
き
は
翌
日)

平
成
二
十
五
年
十
二
月
二
十
七
日



公
安
委
員
会
規
則

岐
阜
県
留
置
施
設
視
察
委
員
会
の
運
営
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布

す
る
。平

成
二
十
五
年
十
二
月
二
十
七
日

岐
阜
県
公
安
委
員
会

委
員
長

古

田

善

伯

岐
阜
県
公
安
委
員
会
規
則
第
七
号

岐
阜
県
留
置
施
設
視
察
委
員
会
の
運
営
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
留
置
施
設
視
察
委
員
会
の
運
営
等
に
関
す
る
規
則(

平
成
十
九
年
岐
阜
県
公
安
委
員
会
規
則

第
八
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中｢

並
び
に｣

を｢

及
び｣

に
改
め
、｢

第
二
条
第
一
項
及
び｣

を
削
る
。

第
二
条
を
削
り
、
第
三
条
を
第
二
条
と
し
、
第
四
条
か
ら
第
七
条
ま
で
を
一
条
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

企
業
管
理
規
程

岐
阜
県
公
営
企
業
財
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
五
年
十
二
月
二
十
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
企
業
管
理
規
程
第
四
号

岐
阜
県
公
営
企
業
財
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

岐
阜
県
公
営
企
業
財
務
規
程(

昭
和
四
十
六
年
岐
阜
県
企
業
管
理
規
程
第
六
号)

の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

別
記
第
十
八
号
様
式
裏
面
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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延
滞
金
計
算
方
法

納
期
限
の
翌
日
か
ら
納
付
の
日
ま
で
の
日
数
に
応
じ
､
納
入
金

額
(そ
の
全
額
が
2,000円

未
満
で
あ
る
と
き
､
又
は
1,000円

未
満

の
端
数
が
あ
る
と
き
は
､
そ
の
全
額
又
は
端
数
金
額
を
切
り
捨
て

る
｡)
に
年
14.6％

の
割
合
(平
成
26年

１
月
１
日
以
後
の
期
間
に

つ
い
て
は
､
当
該
期
間
の
属
す
る
各
年
の
前
年
に
租
税
特
別
措

置
法
第
93条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
さ
れ
た
割
合
に
年
１
％

の
割
合
を
加
算
し
た
割
合
(以
下
｢特
例
基
準
割
合
｣
と
い
う
｡)

が
年
7.3％

の
割
合
に
満
た
な
い
場
合
は
､
当
該
特
例
基
準
割

合
に
年
7.3％

の
割
合
を
加
算
し
た
割
合
)
を
乗
じ
て
計
算
し
ま

す
(そ
の
全
額
が
1,000円

未
満
で
あ
る
と
き
､
又
は
100円

未
満

の
端
数
が
あ
る
と
き
は
､
そ
の
全
額
又
は
端
数
金
額
を
切
り
捨
て

る
｡)｡
た
だ
し
､
納
期
限
の
翌
日
か
ら
１
か
月
を
経
過
す
る
日
ま

で
の
期
間
に
つ
い
て
は
､
年
7.3％

の
割
合
(こ
れ
ら
の
期
間
の
う

ち
､
平
成
12年
１
月
１
日
か
ら
平
成
25年
12月
31日
ま
で
の
期
間

に
つ
い
て
当
該
期
間
の
属
す
る
各
年
の
前
年
の
11月

30日
を
経

過
す
る
時
に
お
け
る
日
本
銀
行
法
第
15条

第
１
項
第
１
号
の
規

定
に
よ
り
定
め
ら
れ
る
商
業
手
形
の
基
準
割
引
率
に
年
４
％
の
割

合
を
加
算
し
た
割
合
が
年
7.3％

の
割
合
に
満
た
な
い
場
合
は

当
該
商
業
手
形
の
基
準
割
引
率
に
年
４
％
の
割
合
を
加
算
し
た

割
合
､
平
成
26年

１
月
１
日
以
後
の
期
間
に
つ
い
て
特
例
基
準

割
合
が
年
7.3％

の
割
合
に
満
た
な
い
場
合
は
当
該
特
例
基
準

割
合
に
年
１
％
の
割
合
を
加
算
し
た
割
合
(当
該
加
算
し
た
割
合

が
年
7.3％

の
割
合
を
超
え
る
場
合
は
年
7.3％

の
割
合
))
と
な
り

ま
す
｡
な
お
､
法
令
又
は
条
例
に
特
別
の
定
め
が
あ
る
場
合
は
､
そ
の

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
計
算
し
た
金
額
に
よ
り
ま
す
｡

(裏
面
)

こ
の
面
を
下
に
し
て
､
矢
印
方
向
に
挿
入

方
向
を
合
わ
せ
て
セ
ッ
ト
し
て
下
さ
い
｡

�
映
画

種
類

非
道
徳
白
書
性
欲
に
負
け
た
義
母

題
名

等

新
日
本
映
像

配
給
会
社
名
等

附

則

こ
の
規
程
は
、
平
成
二
十
六
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

告

示

岐
阜
県
告
示
第
五
百
九
十
三
号

岐
阜
県
青
少
年
健
全
育
成
条
例(

昭
和
三
十
五
年
岐
阜
県
条
例
第
三
十
七
号)

第
十
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
次
の
も
の
を
有
害
興
行
と
し
て
指
定
し
た
。

平
成
二
十
五
年
十
二
月
二
十
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

１
指
定
興
行
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17歳
(原
題
)YO
U
N
G
&
B
EAU

TIFU
L

ダ
リ
オ
・
ア
ル
ジ
ェ
ン
ト
の
ド
ラ
キ
ュ
ラ

(原
題
)D
ARIO

ARG
EN
TO
’S
D
RAC
U
LA

ア
デ
ル
､
ブ
ル
ー
は
熱
い
色

(原
題
)La
vie
d

///’
Adele

chapitres
1
et
2

最
強
ゾ
ン
ビ
・
ハ
ン
タ
ー

(原
題
)ZO
M
B
IE
H
U
N
TER

女
教
師
と
教
え
子
―
罪
名
､
婦
女
暴
行
な
り
―

人
妻
喪
服
プ
レ
イ
夫
に
見
ら
れ
て

い
ん
ら
ん
な
女
神
た
ち

花
鳥
籠

天
女
の
交
わ
り
ぬ
く
も
り
昇
天

覗
く
女
隣
室
の
あ
え
ぎ

露
出
願
望
見
ら
れ
た
い
人
妻

妻
の
誘
惑
完
全
な
る
性
感
帯

キ
ノ
フ
ィ
ル
ム
ズ

ア
ン
プ
ラ
グ
ド

コ
ム
ス
ト
ッ
ク
・
グ

ル
ー
プ

ア
ッ
ト
エ
ン
タ
テ
イ

ン
メ
ン
ト

新
日
本
映
像

新
東
宝
映
画

オ
ー
ピ
ー
映
画

｢花
鳥
籠
｣
製
作
委

員
会

オ
ー
ピ
ー
映
画

大
蔵

映
画

オ
ー
ピ
ー
映
画

新
日
本
映
像

旭
金
属
工
業
株
式
会

社 ナ
ブ
テ
ス
コ
株
式
会

社 天
龍
エ
ア
ロ
コ
ン
ポ

ー
ネ
ン
ト
株
式
会
社

今
井
航
空
機
器
工
業

株
式
会
社

株
式
会
社
加
藤
製
作

所 榎
本
ビ
ー
エ
ー
株
式

会
社

株
式
会
社
光
製
作
所

名

称

京
都
府
京
都
市
上
京
区
下
立
売
通

智
恵
光
院
西
入
下
丸
屋
町
五
〇
三

番
地

東
京
都
千
代
田
区
平
河
町
二
丁
目

七
番
九
号

各
務
原
市
蘇
原
興
亜
町
一
丁
目
一

番
地

各
務
原
市
金
属
団
地
一
二
八
番
地

各
務
原
市
各
務
東
町
五
丁
目
八
二

番
地
の
二
〇

各
務
原
市
蘇
原
興
亜
町
五
丁
目
一

〇
番
地

羽
島
郡
笠
松
町
中
野
二
四
八
番
地

の
三 主

た
る
事
業
所
の
所
在
地

同 同 平
成��･��･�� 同 同 同 平

成��･��･�� 指
定
年
月
日

同 同 同 同 同 同 平
成��･�･�� 指

定
有
効
期
限

２
指
定
年
月
日

平
成
25年
12月
27日

３
指
定
理
由

著
し
く
性
的
感
情
を
刺
激
し
､
又
は
著
し
く
残
忍
性
を
助
長
す
る
た
め
､
青
少
年
の
健
全
な
育
成

を
阻
害
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
｡

岐
阜
県
告
示
第
五
百
九
十
四
号

総
合
特
別
区
域
法(

平
成
二
十
三
年
法
律
第
八
十
一
号)

第
二
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
法

人
と
し
て
次
の
よ
う
に
指
定
し
た
の
で
、
総
合
特
別
区
域
法
施
行
規
則(

平
成
二
十
三
年
内
閣
府
令
第

三
十
九
号)

第
十
七
条
第
十
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
五
年
十
二
月
二
十
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
告
示
第
五
百
九
十
五
号

森
林
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
揖
斐
川
森
林
計

画
区
の
地
域
森
林
計
画
を
樹
立
し
た
の
で
、
同
法
第
六
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
五
年
十
二
月
二
十
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
告
示
第
五
百
九
十
六
号

森
林
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
木
曽
川
森
林
計

画
区
の
地
域
森
林
計
画
を
樹
立
し
た
の
で
、
同
法
第
六
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
五
年
十
二
月
二
十
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇
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道
路
の
種
類

路
線
名

区

間

区
域
変
更
前
後
別

敷
地
の
幅

員(

メ
ー
ト

ル)

延

長

(

メ
ー
ト

ル)

備

考

上
久
呂
瀬
１

区

域

名

県
道

宮
萩

原
線

次
に
掲
げ
る
土
地
に
存
す
る
標
柱
一
号
か
ら
八
号
ま
で
を
順
次
結
ん
だ
線
及

び
標
柱
一
号
と
八
号
を
結
ん
だ
線
に
囲
ま
れ
た
土
地
の
区
域(

次
の
図
に
示
す

と
お
り
と
す
る
。)

恵
那
市
上
矢
作
町
下

字
下
久
呂
瀬

七
二
三
番
一

一
号

七
六
三
番
一

二
号

七
六
一
番
一

三
号

字
上
久
呂
瀬

六
四
二
番
一
〇
五

四
号

六
四
二
番
一
〇
三

五
号

字
中
久
呂
瀬

七
〇
〇
番
二

六
号

七
〇
七
番
一

七
号

字
下
久
呂
瀬

七
二
三
番
一

八
号

区

域

下
呂
市
萩
原
町
尾
崎
字
日
向

サ
コ
四
二
二
六
番
七
地
先
か

ら同

市
同

字
同

四
二
二
六
番
一
五
地
先

ま
で

後 前��･�〜��･� ��･�〜��･����･� ���･�

岐
阜
県
告
示
第
五
百
九
十
七
号

森
林
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
五
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
宮
・
庄
川
森
林

計
画
区
の
地
域
森
林
計
画
を
変
更
し
た
の
で
、
同
法
第
六
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
五
年
十
二
月
二
十
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
告
示
第
五
百
九
十
八
号

森
林
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
五
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
長
良
川
森
林
計

画
区
の
地
域
森
林
計
画
を
変
更
し
た
の
で
、
同
法
第
六
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
五
年
十
二
月
二
十
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
告
示
第
五
百
九
十
九
号

森
林
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
五
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
飛�
川
森
林
計

画
区
の
地
域
森
林
計
画
を
変
更
し
た
の
で
、
同
法
第
六
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
五
年
十
二
月
二
十
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
告
示
第
六
百
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
区
域
を

次
の
よ
う
に
変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
五
年
十
二
月
二
十
七
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道

路
維
持
課
及
び
岐
阜
県
下
呂
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
五
年
十
二
月
二
十
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
告
示
第
六
百
一
号

急
傾
斜
地
の
崩
壊
に
よ
る
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律(

昭
和
四
十
四
年
法
律
第
五
十
七
号)

第
三

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項

の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
五
年
十
二
月
二
十
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

(
｢

次
の
図｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
岐
阜
県
県
土
整
備
部
砂
防
課
、
岐
阜
県
恵
那
土
木
事
務

所
及
び
恵
那
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

岐
阜
県
告
示
第
六
百
二
号

急
傾
斜
地
の
崩
壊
に
よ
る
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律(

昭
和
四
十
四
年
法
律
第
五
十
七
号)

第
三

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
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古

城

山

区

域

名

次
に
掲
げ
る
地
番
の
土
地
に
存
す
る
標
柱
一
号
か
ら
七
号
ま
で
を
順
次
結
ん

だ
線
及
び
標
柱
一
号
と
七
号
を
結
ん
だ
線
に
囲
ま
れ
た
土
地
の
区
域(

次
の
図

に
示
す
と
お
り
と
す
る
。)

可
児
市
兼
山

字
東
山

一
四
〇
〇
番
一

一
号

字
古
城
山

一
四
一
八
番
一

二
号
、
三
号
及
び
四
号

字
殿
町

一
〇
二
五
番
三

五
号

一
〇
三
一
番
三

六
号

一
〇
〇
八
番
三
地
先
道
路
敷

七
号

区

域

渡
合
・
番
田

次
に
掲
げ
る
地
番
の
土
地
に
存
す
る
標
柱
一
号
か
ら
標
柱
十
六
号
ま
で
を
順
次

結
ん
だ
線
及
び
標
柱
一
号
と
標
柱
十
六
号
を
結
ん
だ
線
に
囲
ま
れ
た
土
地
の
区

域(

次
の
図
に
示
す
と
お
り
と
す
る
。)

中
津
川
市
加
子
母
字
平
垣
戸

三
二
一
八
番
二

一
号

三
二
〇
七
番
一

二
号
及
び

三
号

三
二
〇
四
番
一

四
号

三
二
五
三
番
一

五
号

三
二
六
一
番

六
号

字
宮
下
脇

三
三
二
一
番
一

七
号

字
渡
合

三
五
五
二
番
八
七

八
号

三
四
二
一
番
一

九
号

三
四
二
七
番
一

十
号

字
宮
下

三
四
一
三
番
八

十
一
号

字
宮
下
脇

三
三
三
五
番
五

十
二
号

字
亀
屋

三
二
九
七
番
三

十
三
号

字
平
垣
戸

三
二
五
八
番
三

十
四
号

三
二
五
四
番

十
五
号

三
二
四
四
番
二

十
六
号

の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
五
年
十
二
月
二
十
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

(
｢

次
の
図｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
岐
阜
県
県
土
整
備
部
砂
防
課
、
岐
阜
県
可
茂
土
木
事
務

所
及
び
可
児
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

岐
阜
県
告
示
第
六
百
三
号

急
傾
斜
地
の
崩
壊
に
よ
る
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律(

昭
和
四
十
四
年
法
律
第
五
十
七
号)

第
三

条
第
一
項
の
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
を
廃
止
す
る
の
で
、
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
の
指
定
に
関
す

る
告
示(

昭
和
四
十
六
年
岐
阜
県
告
示
第
八
十
九
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
二
十
五
年
十
二
月
二
十
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

表
渡
合
の
項
を
削
る
。

岐
阜
県
告
示
第
六
百
四
号

急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
の
指
定
に
関
す
る
告
示(

昭
和
五
十
九
年
岐
阜
県
告
示
第
百
三
十
二
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

な
お
、｢

次
の
図｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
岐
阜
県
県
土
整
備
部
砂
防
課
、
岐
阜
県
恵
那
土
木

事
務
所
及
び
中
津
川
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
五
年
十
二
月
二
十
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

表
番
田
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

岐
阜
県
告
示
第
六
百
五
号

森
林
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
二
十
五
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
森
林
を
保
安
林
に
指
定
す
る
の
で
、
同
法
第
三
十
三
条
第
六
項
で
準
用
す
る
同
法
第
三
十
三
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
五
年
十
二
月
二
十
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

保
安
林
の
所
在
場
所
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平
成
二
十

五
年
十
一

平
成
二
十

五
年
十
一

月
十
四
日

平
成
二
十

五
年
十
一

月
十
一
日

平
成
二
十

五
年
十
月

三
十
一
日

平
成
二
十

五
年
十
月

二
十
八
日

平
成
二
十

五
年
十
月

二
十
八
日

平
成
二
十

五
年
十
月

十
五
日

取
消
年
月

日

兼
松
土
建

株
式
会
社

ｗ
ｏ
ｏ
ｄ

ｎ
ｏ
ｔ

ｅ 株
式
会
社

丸
萬
後
藤

興
業

株
式
会
社

丸
萬
後
藤

興
業

株
式
会
社

岩
見
鉄
工

有
限
会
社

廣
瀬
工
務

店 合
同
会
社

山
岸
建
設

商
号
又
は

名
称

兼
松
直
司

代
表
取
締

役

大
島

洋
充

代
表
取
締

役

後
藤

教
和

代
表
取
締

役

後
藤

教
和

代
表
取
締

役

岩
見

良
之

取
締
役

廣
瀬
進
一

郎 代
表
社
員

山
岸
清

典 代
表
者
の

氏
名

美
濃
加
茂
市
加

茂
川
町
三
丁
目

美
濃
加
茂
市
田

島
町
三
丁
目
六

番
地
一

岐
阜
市
忠
節
町

四
丁
目
七
三
番

地 岐
阜
市
忠
節
町

四
丁
目
七
三
番

地 関
市
下
有
知
五

五
八
五
―
一

岐
阜
市
柳
津
町

北
塚
一
丁
目
二

三
番
地

揖
斐
郡
揖
斐
川

町
谷
汲
大
洞
五

三
一
番
地
の
二

主
た
る
営
業
所

の
所
在
地

般
二
十
四
―

一
六
一
五
一

般
二
十
二
―

五
〇
〇
四
三

七 特
二
十
四
―

一
三
三
三
六

特
二
十
四
―

一
三
三
三
六

般
二
十
二
―

一
五
三
一
〇

特
二
十
二
―

九
七
九

般
二
十
四
―

三
〇
〇
三
〇

三 許
可
番
号

と
び
・
土
工
工
事
業

建
築
工
事
業

と
び
・
土
工
工
事
業

土
木
工
事
業

水
道
施
設
工
事
業

建
築
工
事
業

建
築
、
大
工
、
と
び
・

土
工
、
タ
イ
ル
・
れ

ん
が
・
ブ
ロ
ッ
ク
及

び
内
装
仕
上
工
事
業

取
り
消
し
た
工
事
業

郡
上
市
八
幡
町
洲
河
字
島
会
道
五
五
六
の
七

二

指
定
の
目
的

落
石
の
危
険
の
防
止

三

指
定
施
業
要
件

一�
立
木
の
伐
採
の
方
法

１

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

２

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
が
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

３

間
伐
に
係
る
森
林
は
次
の
と
お
り
と
す
る
。

二�
立
木
の
伐
採
の
限
度

次
の
と
お
り
と
す
る
。

(
｢

次
の
と
お
り｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
岐
阜
県
郡
上
農
林
事
務
所
及
び
郡
上
市
役
所

に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

公

示

○
県
営
土
地
改
良
事
業
の
換
地
計
画
の
決
定

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
八
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

県
営
土
地
改
良
事
業
瑞
浪
東
部
地
区
桜
堂
工
区
の
換
地
計
画
を
定
め
た
の
で
、
同
条
第
四
項
に
お
い
て

準
用
す
る
同
法
第
八
十
七
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
し
、
次
の
と
お
り
換
地
計
画
書
の
写
し
を
縦

覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
五
年
十
二
月
二
十
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

縦
覧
期
間

平
成
二
十
五
年
十
二
月
二
十
七
日
か
ら

平
成
二
十
六
年
二
月
三
日
ま
で

二

縦
覧
場
所

瑞
浪
市
役
所

○
建
設
業
法
に
基
づ
く
建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号(

廃
業
等)

の
規
定
に
基

づ
き
、
次
の
と
お
り
建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
五
年
十
二
月
二
十
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇
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平
成
二
十

五
年
十
一

月
二
十
九

日 月
二
十
二

日

株
式
会
社

山
和

代
表
取
締

役

山
田

利
康

可
児
市
緑
ヶ
丘

四
丁
目
五
四
番

地 二
番
七
号

般
二
十
一
―

五
〇
〇
五
九

三

ほ
装
工
事
業

○
土
地
改
良
区
役
員
の
退
任

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
土
地
改
良
区
の
役
員
が
退
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十
七
項
の
規
定
に
よ
り

公
示
す
る
。

平
成
二
十
五
年
十
二
月
二
十
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

土

地

改
良
区
名

退

任

年
月
日

役
名

氏

名

住

所

牧
田
川
用

水
土
地
改

良
区

平
成
��･��･��
理
事

木

村

政

明

養
老
郡
養
老
町
橋
爪

一
一
三
六
番
地
一

○
土
地
改
良
区
役
員
の
退
任

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
土
地
改
良
区
の
役
員
が
退
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十
七
項
の
規
定
に
よ
り

公
示
す
る
。

平
成
二
十
五
年
十
二
月
二
十
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

土

地

改
良
区
名

退

任

年
月
日

役
名

氏

名

住

所

養
老
町
河

北
土
地
改

良
区

平
成
��･��･��
理
事

木

村

政

明

養
老
郡
養
老
町
橋
爪

一
一
三
六
番
地
一
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平
成
二
十
五
年
十
二
月
二
十
七
日
発
行

岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
一
番
一
号

発
行
者

岐

阜

県

発
行
所

岐

阜

県

庁

編

集

岐
阜
市
三
輪
ぷ
り
ん
と
ぴ
あ
十
三
―
一

岐

阜

文

芸

社


